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経歴及び内閣官房報償費に係る事務への問与について

私は,平成 15年 7月 29日 に,内閣官房内閣総務官室 (以下「内閣総務官

室」といいます。)担当の内閣官房内閣審議官 (以下「内閣審議官」といいます。)

に着任し;その後,平成 18年 7月 28日 から,現在の内閣総務官の職務に従

事しており,総理大臣官邸において執務しております。

内閣総務官室というのは,閣議事項の整理その他内閣の庶務を担当する組織

で,そ の長は,私の現職である内閣総務官であります。また,前職の内閣審議

官は,内閣総務官を助け,内 閣総務官室の事務を整理・調整する立場にありま

す。そして私は,内 閣審議官着任以降,基本的に総理大臣官邸で勤務し,常に

間近で内閣総理大臣,内閣官房長官,内 閣官房副長官等にお仕えして参りまし

た。

内閣総務官室の事務の一つに,内閣官房報償費の執行管理に関する事務があ

ります。この事務に関連する文書について,行政機関の保有する情報の公開に

関する法律 (以下「情報公開法」といいます。)に基づく開示請求があつたとき

は,その対応等の事務も内閣総務官室が担当します。私自身は,内閣審議官在

任期間中は,内閣官房報償費の取扱いには関与していませんでしたがぅ内閣総

務官に着任した際,当時の内閣官房報償費の取扱責任者であつた安倍晋三内閣

官房長官から,「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」 (平成 14年 4月

1日 内閣官房長官決定)に基づく,内閣官房報償費の取扱いに係る事務補助者

(以下単に「事務補助者」といいます。)に初めて指名され,以後,現在まで,

内閣官房長官交代の都度,事務補助者に指名されてきております。そのため,

これまで 7名 の内閣官房長官の下,事務補助者の責任者として,内 閣官房報償

費の国庫への請求,出納管理簿等関係書類の作成や総理大臣官邸における管理 ,

保管等の事務を担当するとともに,内閣総務官として,情報公開請求に対する

対応等の事務も担当してきました。

本件訴訟で問題とされている対象文書は,出納管理簿,政策推進費受払簿 ,



支払決定書,報償費支払明細書及び領収書等 (以下「本件姑象文書」といいま

す。)であります。私は,内閣総務官として,平成 18年 10月 5日 付けの原告

からの開示請求に対し,こ′れらの文書に記載された情報がそれぞれ情報公開法

に規定する不開示事由に該当すると判断し,同年 11月 20日 付けで不開示決

定処分 (以下「本件処分」といいます。)を行いました。また,本件処分につい

ては,原告から行政不服審査法に基づく審査請求があり,情報公開法 18条に

基づく情報公開 。個人情報保護審査会 (以下「審査会」といいます。)への諮問

(以下「本件諮問」といいます。)力く行われていますが,私は,本件諮問に係る

調査審議の過程で行われた,いわゆるインカメラ審理の場にも自ら立ち会いま

した。内閣総務官室の担当者として,実際に審査会委員への説明,関係資料の

提示等の対応を行つたのも私です。

これから述べていくように,内閣官房報償費という国の経費は高度な機密性

を要する非常に特殊な費用です。内閣総務官としてその事務を掌理している私

としては,そ の内容を明らかにすることに大きな限界があり,内容が公開され

た場合には計り知れない尭障が生じると強く感じているところです。今回,私

が,自 ら法廷で証言を行おうと決めた理由も,文書の内容を具体的に明らかに

できない本件においては,私 自身が,自 分の言葉で,その支障を裁判官の方々

に直接お伝えすることを通じて,その支障の大きさを御理解いただかなくては

ならないと考えたからです。そこで,以下では,まず裁判所に是非とも御理解

ぃただきたいことを総論的に申し上げた上で,本件対象文書を開示した場合の

影響等にらぃて,上記の限界を踏まえつつ,できる限り具体的に述べていきた

いと思います。

2 内閣官房報償費の性格・取扱いとこれを取り巻く最近の状況等について

(刊 )極めて高度な機密性が要求される経費であること:

まず最初に,是非とも御理解いただきたいのは,内閣官房報償費という国の経
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費は,非常に特殊な性格を持っているということです。

我が国の内閣官房長官は,これまでも被告準備書面で述べておりますとおり,

内閣官房の事務を統轄する者ですから,内閣の内政・外政に関する重要政策等

の企画・立案や総合調整などを的確に行わなければならない責務を負つていま

す。そのような責務を果たしていくためには,国の内外の情報を迅速かつ的確

に調査,収集したり,国の内外の様々な立場にある関係者などからの協力を確

保しつつ,重要政策課題の解決に向けて調整を行つていかなければなりません。

内閣官房長官が抱える業務は,往々にしてその時の政権が抱える重要政策課題

であるわけですから,その対応如何によつては,内閣の存立や我が国の命運に

関わる場合も出てきます。そして,内閣官房報償費は,内閣官房長官がそのよ

うな任務を行うに当たつて使用するための経費であることから,その具体的な

使途が明らかになると,後に具体的に述べるように国益が大きく損なわれるこ

とになつてしまいます。そのようなわけで,内閣官房報償費は,内閣官房長官

の優れて政治的な判断に基づき使用され,また,その使用については,国務大

臣である内閣官房長官が最終的に政治的な責任を負うという特殊な性格を有す

るものであり,極めて高度な機密性が要求されるという性格を有しております。

内閣官房報償費というものが上記のような特殊な性格を有し,その具体的使

途を明らかにすることができないことについては,国会においても,内 閣官房

長官が,随時,説明しております。そして,そのような前提の下で,毎年度 ,

国会の議決をいただき,必要な予算が措置されているものが,内 閣官房報償費

という国の経費なのです。

このことを,私の経験も踏まえて,も う少し具体的に述べてみたいと思いま

す。                 ‐         ‐

およそ国の重要な政策は,内攻・外政の別を問わず,多数の国民の利害に関

係してきます。そのため,その企画・立案や実施に当たつては,その時々の社

会経済情勢や,当該政策について様々な利害を有する関係者の考えや国民のニ
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―ズ等を適時,的確に把握することが不可欠です。また,そ の問題解決の過程

においては,オープンな場で議論を積み重ねていくことも重要ですが,オープ

ンの場での議論だけでは,例えば,利害関係者が多数いる複雑な課題である場

合などには,ど うしても建前だけの表層的な議論に終始してしまい,議論が深

まらず,時間を費すのみで,合意に至らないきらいもあるばかりか,議論の過

程での言動等をめぐつて,かえつて関係者間の対立を深刻化させることもあり

ます。

取り分け,内閣官房長官の下には,関係各省の利害が複雑に絡み合うものや ,

多くの省庁が関係する内閣の最重要課題などが持ち込まれることが多く,その

解決が非常に困難なものがおのずと多くなります。多数の国の利害が複雑に絡

み合う地球規模の事案やテロ事案,近隣諸国との安全保障事案,国内で各層 ,

各団体,各地域の利害が複雑に絡み合う事案等,内閣の重要な事案については,

内閣の要である内閣官房長官が中心となつて,関係閣僚と連携し,内閣が一体

となつて対応しているところです。内閣官房報償費が実際に使用されているか

どうかは別として,こ うした事案の対応を誤れば,場合によつて内閣の存立や

我が国の命運をも揺るがすことになりかねないことは,容易にお分かりいただ

けることかと思います。

このような重要政策課題に内閣として適時適切に対処していくためには,関

係各方面にわたつて,いわば生きた情報を得ることが不可欠であることは言う

までもありません。また,よ く言われることではありますが, 日本社会には「本

音と建前」があります。私の経験で言いますと,相手方の職務上の立場からの

発言 (建前)と ,実際の考え (本音)と の間には往々にして乖離がある場合が

多いと感 じます。相手方の,こ の本音を見誤ると,ま とまるものもまとまらな

くなります。すなわち,相手方の職務上の体面を保ちながら,いかに相手方の

本音の部分を理解し,問題の解決につなげていくかということが,問題解決に

当たつての「肝」だと感じています。



以上のような事柄の性質上,内閣官房長官が行う情報収集や協力依頼等にお

いては,相手方と接触したことや相手方から情報提供等を受けたことなどの情

報を秘密にすることはもちろん,相手方の氏名は絶対に明らかにせず,そ もそ

も氏名が明らかになるおそれがあるような事態を招かないことが不可欠です。

私の経験でも,生きた情報を持つ,ま た,周囲に強い発信力や調整力を持つ人

というのは,それぞれの社会において,名 のある重要人物であることが多く,

したがつて,名 前が表に出ないように強く要望されることが往々にしてありま

す。 したがつて,こ のような活動では,相手方の氏名等の情報が将来明らかに

されないことが保証されない限り,相手方との間で信頼関係を十分に構築して,

真に必要かつ的確な情報を得たり,合意形成などに向けて真に実効性のある協

力を得たりすることは不可能なのです。

万―,こ のような情報が公になつた場合,相手方との信頼関係は破壊され ,

三度と協力を得ることは期待できません。そればかりでなく,その事案の関係

者全員のほか,相手方の属する組織,社会,地域との信頼関係も破壊されてし

まい,当該関係者等から大きな反発を招くことも必至です。その結果,本人は,

その地域社会などで事実上生きていけなくなることもあり得ます。また,政策

運営の問題としても,一度そのようなことになれば,組織や社会,地域との間

で破壊された信頼関係を修復し,再構築することが必要となりますから,最終

的解決に至るまでに更に極めて長い時間を要することになります。しかも,あ

る課題について一度そのような状態に立ち至れば:内 閣に対する信頼感が根底

から覆されるため,他の課題を含めて,将来にわたり,関係者の協力を得るこ

とが極めて困難になりますから,結局内閣の必要な情報収集や協力依頼等の活

動を行うことが事実上困難となり,内閣の政策運営全体に支障が及ぶことにも

なつてしまうのです。           |

残念なことですが,最近では,内閣官房長官が公費を使つて水面下での情報収

集や協力依頼等をすること自体に否定的な意見や,非公開を前提とする活動がお

・ 5‐



よそ不正な活動であるかのように考える意見も耳にすることがあります。しかし,

私としては,こ のような意見には大きな誤解があると考えています。内閣が内外

の多種多様な利害が複雑に絡み合う政策課題に迅速,適切に対応する責任を果た

していくために,生きた情報や関係者の協力が不可欠であるというのは,当たり

前の話です。そして,そのような情報や協力のうちには,相手方を公にしないこ

とが前提の経費を使わないと得られないものもあるということも,また事実です。

公開に適さない水面下における情報収集や協力依頼等は必要不可欠であつて,そ

のこと自体を否定するのはおよそ現実的ではありません。そして,既に述べたよ

うに,内閣官房報償費というのは,こ のことを前提として国会の議決の下に予算

措置が講じられている経費なのです。

本件対象文書における不開示事由該当性の判断においては,こ の点が十分に考

慮されなければならないと考えます◇

(2)高度な機密性が要求される性質に配慮した事務取扱いがされていること

内閣官房報償費は,上に述べたとおり,高度な機密性が要求されるという特殊

な性格を有しているため,特殊な取扱いがされていることも申し上げておかなけ

ればなりません。

具体的に申し上げれば,まず,内閣官房報償費の実施事務に関与する事務補

助者は,極めて限られた者だけが指名され,内閣官房報償費に係る本件対象文

書は,総理大臣官邸において,事務補助者のみが入室できる施錠された部屋に

ある別途施錠された書庫で厳重に管理,保管しております。

これらの本件対象文書は国の会計検査の対象になつていますが,その場合も,

通常の証拠書類のように会計検査院に提出するというのではなく,多数の者の日

に触れることのないよう,計算証明規則 11条に基づき,会計検査院から要求が

あった際に提出することができるよう手元に保管することが認められておりま

す。しかも,会計検査院による検査の際は,機密保持のため,会計検査院の職員
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に総理大臣官邸まで来訪してもらい,事務補助者のみが検査に立ち会うなど,内

閣官房報償費の持つ機密性に十分に注意した方法で検査を受けております。

また,上記のような内閣官房報償費の性格を踏まえ,内閣官房報償費の具体

的な使途に関する文書については,情報公開請求に対する対応でも一切不開示

とする取扱いをしておりますも不開示とした文書は,審査会のインカメラ審理

を受けることがありますが,審査会の委員には,その違反に対して刑事罰が科

される厳格な守秘義務が,退職後にまで及んで課されています (情報公開・個

人情報保護審査会設置法 4条 8項 , 18条 )。 また,その実施方法についても特

別な配慮をいただいております。インカメラ審理では,通例,諮問庁が審査会

に不開示とした文書を提出して審理を受けますが,本件対象文書のインカメラ

審理では,先に述べたような本件対象文書の厳重な管理,保管状況を考慮し,

機密朱持のため,委員に総理大臣官邸までお越しいただき,提示する際には事

務補助者のみが立ち会うなど,内閣官房報償費の持つ機密性に十分配慮した方

法で実施していただいているところです。

一方,内閣官房報償費については,その使途等を公表していないことにもかん

がみ,その公正,厳正な取扱いを確保するため,会計検査院の指摘も踏まえ,平

成 14年 4月 以降,「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」等を定め,国

務大臣である内閣官房長官が責任を持つて,執行・管理する体制を取つていると

ころです。

本件対象文書の不開示事由該当性の有無の判断におかれては,内閣官房報償費

の特殊な性格に配慮したこれらの取扱いについても,十分に御考慮いただきたい

と考えております。

(3)使途の推測や憶測が飛び交うなど懸念すべき状況が生じていること

以上の基本的性格や取扱いに加え,本件では,内閣官房報償費を取り巻く最近

の状況につきましても,是非御留意いただきたいと思います。具体的には,内閣
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官房報償費については,具体的な使途を明らかにできないという上記のような性

格もあつてか,最近,その使われ方などに射するマスコミ等の関心が極めて高く

なつており,憶測などが世間に飛び交つているという状況についてです。

実際の例をいくつか見ていただきたいと思います。

内閣官房では,審査会の過去の答申も踏まえ,内 閣官房長官から内閣府大臣

官房会計課長宛の請求書 (別紙 1。 以下この (3)において単に「請求書」といい

ます。)な ど,内閣官房報償費が国庫から内閣官房長官に支出されるまでに作成

される文書 (以下この (3)において「請求書等」といいます。)は ,具体的な使

途との関連性が少ないため,平成 15年 11月 以降,公開することといたしま

した。一方,別紙 2(平成 15年 11月 18日 読売新聞 (朝干J))は,こ の請求

書等を初めて開示した際の新聞報道です。この記事を見れば,内閣官房報償費

の各月における請求額とその当時発生していた政治事案等とを照らし合わせて,

請求された内閣官房報償費が,あたかも特定の事案に使用されたかのような推

測がされていることがお分かりいただけるかと思います。このように,内閣官

房報償費については,請求書に記載された請求日や請求額を公開しただけで ,

そのときの内閣の重要政策課題や政治経済情勢と関連付けるなどの方法で,具

体的な使途を推測し,憶測を述べる記事が新聞,雑誌等に掲載され,世間の注

目を集める結果となることが,良 く分かりました。

最近の別の例では,米軍普天間基地の移設問題に関連する推測記事もありま

した。別紙 3の新聞記事がその例ですが,こ こでもあたかも,こ の問題の解決

のために内閣官房報償費が使われているかのような推測を述べる報道がされて

おります。

さらに,最近,雑誌等で内閣官房報償費に関する記事が毎週連載されたり,

また,テ レビの報道番組においても内閣宮房報僕費のことがたびたび取り上げ

られるような状況が出てきております。_そ して,その中には,特定の相手方や

特定の政治事案との関係を強調するものがあり,内 閣官房報償費を受け取るこ
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と自体が悪であるというような論調も見受けられます。また,別紙 4の ように,

このような記事を紹介し,更なる追及を提言するような新聞記事も見られる状

況です。このような状況の下で,最近では,単なる情報交換の場を設けるだけ

でも相手方に過度に警戒されてしまうなど,既に関係者の協力を得にくい状況

が生じてきていると感じており,懸念しているところです。

具体的使途に関わる情報が開示されていない現在ですら,こ のような状況なの

ですから,仮に内閣官房報償費の具体的使途に関わる文書が一部でも開示された

場合には,その使途と内政・外政上の重要案件との関係について,事実とかかわ

りなく様々な推測・憶測が大々的に報道されるなどして,被告が主張している

様々な支障が現実のものとなり,収拾がつかない状態に陥ることは明らかです。

そうなつてしまえば,も はや,内閣として,適時に的確な情報収集や協力依頼等

を行うことは不可能になつてしまい,具体的な使途を明らかにせずに使用すると

いう特殊な性格を有する「内閣官房報償費」の存在意義もなくなり,内閣の政策

運営に多大な不利益が及ぶことになります。

内閣官房報償費に関する事務を掌理している立場からは,裁判所におかれて

は,以上の事情を是非十分にお酌み取りいただいた上で,本件審理を進めてい

ただくようお願いする次第です。

3 本件対象文書ごとの記録情報と本件対象文書が開示された場合の影響の大きさ

について

内閣官房報償費は,「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」に従い,そ

の使途に応じて政策推進費,調査情報対策費及び活動関係費の二つの目的類型

ごとに,それぞれの目的に照らして執行されており,内閣官房報償費取扱要領

(以下「取扱要領」といいます。)に定めら注たところに従つて,その支払に関

する事務が行われています。本件対象文書は,①領収書等,②政策推進費受払

簿,③支払決定書,④出納管理簿,⑤報償費支払明細書から構成されています
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が,こ のうち①,④ ,⑥は3つの費目すべて,②は政策推進費,③は他の 2つ

の費目に関わる文書です。原告の本件対象文書の開示請求について,私は,本

件対象文書には,それぞれ,情報公開法 5条 6号柱書及び 3号の規定する不開

示情報が記録されていると判断して,全部不開示の決定をしました。
‐

本件対象文書ごとの不開示事由該当性については,被告の第 5準備書面等で

主張したとおりですが,以下では,こ れを実際に判断した私の立場から,補足

して述べていきます。

(1)領収書等について

領収書等とは,内閣官房報償費の支払に関して,支払の相手方から受領した領

収書,請求書及び受領書のことであり,内閣官房報償費の領収日等の日付,あて

名,金額,相手方氏名 (情報提供者,協力者の氏名,会合場所の業者名,交通事

業者名等)の情報が記録されていますが,領収書等の実際の形式は様々です。

領収書等は,政策推進費,調査情報対策費及び活動関係費という経費の区分ご

とに,それぞれの経費に係るものに類別できますので,以下では,この分類ごと

に開示された場合の支障等について述べていきます。      ・

ア 政策推進費に係る領収喜等の情報が明らかになつた場合に生じる支障

政策推進費というのは,取扱責任者である内閣官房長官自らが出納管理を行

い,直接相手方に支払う経費です。内閣官房長官の高度な政策的判断により機

動的に使用する必要があるという性質上,領収書等が作成される場合と作成さ

れない場合があります。本件対象文書のうち政策推進費に係る領収書等は,被

告第4準備書面別紙 2に整理したとおりであり,これらはいずれも総理大臣官

邸で厳重に管理,保管しています。ここでは,このような政策推進費に係る領

収書等の情報が明らかになつた場合に生ずる支障を3点 ,補足して説明したい

と思います。

① 支障の一つ目は「情報収集や協力依頼等の相手方との信頼関係を損なう」こ

とです。
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内閣官房長官が,機密性の高い重要事案に関して真に意味のある情報を得た

り極秘裏に協力を依頼する場合には,その提供や協力に関する情報が第二者に

知られたりして自己に不利益が及ぶことはない,と相手方に信じてもらえるこ

とが最低限の条件になります。また,内閣官房長官としても,相手方が収集し

た情報や協力依頼の内容等に関する情報が外に出るという事態は絶対に避けな

ければなりません。既に述べたとおり,生きた情報を手に入れるためには,そ

の相手方と平素から信頼関係を培うことが何よりも重要になるのです。

したがつて,仮に領収書等に記載された相手方の氏名等の情報が公にされる

ことになれば,それだけで相手方との信頼関係が大きく損なわれることになり

ます。情報収集や協力依頼等の相手方にとつて,自 己が内閣官房長官と接触し,

情報提供をしたり協力依頼を受けたという事実は,絶対に公表されないと信じ

ていることであつて,氏名等の情報の公表は,相手方にとつて予想を大きく裏

切る事態であるからです。正直なところ,「名前が明らかになる」ということ

だけで,今後,誰も内閣官房長官に協力せず,内閣官房報償費を受け取らない

ということになると思われるので,その公表は内閣官房報償費の制度の否定に

つながりかねず,氏名等の相手方に関する情報を公表することはあり得ないこ

とだと思います。

また,領収書等に記録された個々の支払の額が公にされることになると,相

手方は, 自らが受けた額と他者に支払われた額とを比較することができるよう

になります。常識的に考えて,こ のような事態が信頼関係に悪影響を与えるこ

とは明らかです。すなわち,相手方は, 自分が受け取つた額が低いとの印象を

受けた場合には,内閣が自分を低く評価し,重要人物と位置付けていないこと

によるものであるなどと考え,内閣官房長官や内閣に対し,不満,不快感を抱

き,信頼が失われてしまいますき日本人はややもすると「貧しきを憂えず,等

しからざるを憂う」というところがあることは否めず,他人との比較により,

「なんでOOの方が私より待遇が良いんだ」ということになると,当然 ,´ 上記
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のような問題が生じ得ることはお分かりいただけるかと思います。この場合も,

相手方からの情報収集や協力確保等に支障を来たしたり,相手方が内閣官房長

官を見限つて,腹いせに,これまでの活動等に関するあらゆる情報を暴露する

などの行動に出るおそれがあります。内閣官房報償費については,相手方ばか

りでなく,金額等についても明らかになることがないよう,特に気を使ってい

るところです。

特に,既に述べたとおり,内閣官房報償費については,様々な憶測がマスコ

ミを賑わせ,世間の注目が集まつている状況にあります。このような状況の中

で,領収書等に記録された情報から,内閣官房長官と接触した特定の相手方の

氏名や,その受領した金額等が明らかになれば,新聞,雑誌及びテレビ等で取

り上げられ,大変な社会的反響を呼ドことは想像に難くありません。接触の相

手方がいかなる人物であるかや,受領した金額の多寡などが,マスコミ等にク

ローズアップされ,あるいは比較され, さらには,その接触がどのような案件

について, どのような目的でされたのかということなどに関して世間に様々な

憶測等が広まることになれば,相手方の社会的立場や地位に不利益が及び,相

手方との信頼関係が更に大きく損なわれてしまいます。そうなると,その相手

方からの情報収集や協力確保等はもはや期待できません。そればかりか,相手

方が,内閣官房長官を見限つて,腹いせに,これまでの活動等に関するあらゆ

る情報を暴露するなどの行動に出るおそれもあります。

領収書等に記載された日付のみを取り上げてみても,それが公開されれば想

像を交えた使途等が云々され,「内閣がカネで政策課題を解決しようとしてい

る」などと批判する報道等が掲載されることが予想されます。内閣官房報償費

は,その使途を明らかにできない性格のものであるだけに,そのときの話題と

なつている重要政策などと絡めて報道されやすいことや,その報道等が目を引

きやすいという傾向にあることは,既に述べたとおりです。そして,それを契

機に,国民の間に内閣官房報償費という制度自体やその執行の在り方について
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の否定的なイメージが形成されてしまえば,情報提供者や協力者,あ るいは内

閣官房長官自身が,国民の批判等を懸念して,これまでのように情報提供や協

.力を依頼したり,また,それに応じることについて,遊巡せざるを得ない状況

に陥り,そ うなると,将来,内閣として適時に的確な情報収集や協力依頼等を

行うことが困難になるなど,諸々の支障が生じます。

実際,内閣官房報償費に関する記事等が多く掲載される最近の状況を踏まえ

ると,相手方がいつ何時,「私は内閣官房報償費の提供を受けたが,断つた。」

といったようなことを逆に雑誌等の取材に対して答えてしまうような事態も発

生しかねないと懸念され,情報収集等の相手方を特に信頼のおける人に限らざ

るを得ない状況となつていると感じています。

なお,こ こでは相手方との関係を述べてきましたが,内閣官房長官と接触し

た事実等が公になつてしまうと,その接触の相手方との信頼関係が崩れるだけ

ではありません。その事案の関係者全員のほか,相手方の属する組織,社会 ,

地域がもはや内閣を信頼しなくなり,関係が悪化するなどして,以後,協力等

が得られにくくなることや,その関係回復に長期間を要することになることも,

既に述べたとおりです。

② 支障の二つ目は「我が国が外交上及び安全保障上不利益を被る」ことです。

外交や安全保障等の国際問題に関しては,関係国間の秘密保持が最も重要で

す。領収書等に記載された情報が,特定の外交交渉等にかかわるものであつた

場合のように,これが明らかになると,即座に,我が国と相手国との間の信頼

関係が損なわれ,外交問題に発展し,我が国が外交上不利益を受けることが容

易に想定されます。公になる情報いかんによつては,我が国の命運に関わる外

交問題を引き起とすことにもなりかねません。

また,外交にかかわる重要政策課題は,往々にして国内調整を必要 とする場

合も多く,領収書等に記載された情報がこのようなものであつた場合には,①

で述べた支障も同時に生じることになります。逆に,領収書等に記載された情
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報が,特定の内政課題にかかわるものであった場合であっても,我が国の外交

や安全保障に密接に関連するものなどが含ま紆ることもあり,こ の場合も同様

の問題が生じることになります。

米国や英国などの諸外国においても,我が国の内閣官房報償費のような,そ

の使途等の公表がなされていない経費が存在し,これを用いた各種情報収集等

が行われている実情にあります◇このような状況下で,我が国において,内閣

官房報償費に係る本件対象文書の開示により,国際社会で一般に秘密保持が要

請されている外交や安全保障に関わる情報が公となったこと自体で,我が国は,

国家間の重要な秘密さえ保持できない国として世界各国の信頼を損なうはずで

す。その結果,政治や経済に限らず,あ らゆる分野において,我が国が他国等

に相手にされず,他国等が我が国との重要事案に関する水面下での交渉を拒否

したり,他国等からその公となつた情報を利用した不正工作等を受けることも

容易に想定されます。更には,交渉の相手方の相手国における社会的な地位 ,

立場等にも不利益が及び,我が国がよリー層信頼を失うことになつてしまいま

す。

このように,国際社会で一般に秘密保持が要請されている情報を公にしない

ということに,我が国の情報管理の信頼性に対する世界各国の評価がかかつて

いるのです。

③ 支障の三つ目は「第二者による不正な工作等を受ける」ことです。

領収書等に記載された日付や金額等の情報が明らかにされると,これらの情

報を,当時の内政上,外政上の案件等の内容,関係者等と照らし合わせて分析

を加えるなどして,その支出が,いかなる事案に関するものであるかというこ

とや,その事案について,内閣がだれにどのように働きかけ,いかなる方針で

合意形成,調整を図ろうとしているのかが他者に知られ,あるいは推測される

危険性があることはデこれまで述べてきたとおりです。その結果,内閣の合意

形成等の実現を妨害しようとする者が,明 らかにされた情報から特定又は推測



された相手方に働きかけて,内閣官房長官に提供した情報や依頼を受けた内容

等を漏洩させるなどの不正工作等を行うことが考えられます。

例えば;先 日,米国において,政府の情報を収集していたロシア人のスパイ

団が検挙されたという事件がありました。我が国でも,他国との間において,

政策推進費の執行に関し,不正工作等が行われる可能性があることを御理解い

ただけるのではないかと思います。

なお,こ のような弊害は,公となつた領収書等に関する事案に限られるもの

ではありません。事案を問わず,その領収書等に記録された情報から,内閣が

どのような立場の者にどのような方法で働きかけを行うかといつた情報収集や

協力依頼等の一般的な方針,手法等をうかがい知ることが可能となるので,将

来にわたる内閣の情報収集や協力依頼等の活動全般に支障が生ずるおそれがあ

るのです。            .

イ 調査情報対策費に係る領収善等が明らかになつた場合に生じる支障

内閣官房報償費を,情報収集等のための対価として使つた場合と,会合経費

等として使つた場合は,調査情報対策費として処理します。いずれも支払につ

いては,それぞれの支払相手方等から領収書等を受け取つており,総理大臣官

邸で厳重に管理,保管しています。調査情報対策費のうち対価として使われた

分の領収書等の情報が明らかになった場合の支障は,政策推進費に係る領収書

等の場合と同様ですので,以下では,会合経費等として使われた分に関する支

障について 3点 ,補足して説明したいと思います。

① 一つ目の支障は「相手方との信頼関係を損なう」ことです。

内閣官房報償費を用いて行う情報収集や協力依頼等の活動は,高度の秘密を

要するため,その相手方との会合についても,秘密裏に行われる必要があるこ

とは,言 うまでもありません。相手方から決まつた場所を指定してくる場合も

数多くあります。このような会合の場所の業者に関する情報が明らかになった

場合,マスコミ等による当該業者などへの取材の結果,情報収集や協力依頼等
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の相手方が特定又は推測される可能性があります。なお,会合等に係る領収書

等については,その大きさや色,図柄や印刷された字体等の特徴からだけでも,

会合場所の業者等が特定できる可能性があります。

また,領収書等に記録された金額が公となると,相手方は,会合場所で供さ

れた飲食費等について,他者の受けた分の金額とを比較することができるよう

になります。

このような場合,政策推進費に係る領収書等について述べた「情報収集や協

力依頼等の相手方との信頼関係を損なうこと」と同様の支障が生じます。

② 二つ目の支障として,会合場所の業者などの「関係者からの情報の漏洩等を

誘発する」ことがあります。

会合場所の業者に関する情報が明らかになると,会合場所が特定又は推測さ

れ,マスコミ等による当該業者などへの取材に加え,内閣に関する情報を不正

入手しようとする者や内閣の政策運営を妨害しようとする者等が,当該業者や

その従業員に働きかけ,あ るいは従業員として事業者の内部に潜入させること

などにより,情報収集を図ることが考えられ,接触の相手方やその内容等に関

する情報を漏洩させる危険がありますとまた,同様の会合が開催される場合に

事前にその情報を提供させたり,会合場所の人の出入りを監視させることによ

り,関係者が特定されるなどのおそれがあります。これでは会合の秘密を守る

などということは到底かないません。

③ 二つ目の支障は,これまで利用してきた「会合場所の業者を以後利用できな

くなる」ことです。

内閣官房報償費を用いて行う会合は,上記のように,その秘密を守る必要が

あるため,おのずと利用できる場所が限られてきます。

具体的には,例えば,会合場所の決定に関しては,会合の秘密が保たれるよ

う,八日が複数あるか,客同士が顔を合わせないで済むようになつているかな

ど,構造的なことに配慮します。また,店側が会合の秘密が保たれるように様々

16



な面で配慮してもらえるかなどにも留意する必要があるため,長い期間をかけ

て,信頼関係を築いている業者を選んでいます。さらに,上記のように相手方

から決まつた場所を指定してくる場合も多くあります。

会合場所に関する情報が明らかになると,①及び②で述べた支障に加えて,

その会合場所が世間の注目を浴び,秘密を確保するこ渉が困難になるとともに,

その営業にも支障が及ぶなどするおそれがあるため,以後,同 じ場所は利用で

きなくなります。

また,新しく会合場所を確保しようとしても,内閣官房報償費の使用に適し

た会合場所を有する業者は限られている上,当該業者との信頼関係は一朝一夕

で構築できるものではないため,適切な会合場所を確保すること自体困難にな

ります。

このような事態になれば,内閣の情報収集や協力依頼等の活動全般に支障を

来すことは明らかです。

ウ 活動関係費に係る領収書等の情報が明らかとなつた場合に生じる支障

以上のような活動を支援するために必要な経費は,活動関係費として処理し

ます。この活動関係費の支払についても,それぞれの支払相手方等から領収書

等を受け取つており,総理大臣官邸で厳重に管理,保管しています。

活動関係費に係る領収書等の情報が明らかになつた場合に生じる支障につい

ては,被告の第 5準備書面 (24～ 30ページ)で述べたとおりですが,情報

収集や協力依頼等の相手方等に対して謝礼,慶弔費,活動経費を支払つている

場合や,会合経費を支払つている場合の支障については,それぞれ政策推進費

に係る領収書等と調査情報対策費に係る領収書等の会合経費等として使用され

た分で述べたのと同様ですので,こ こでは活動関係費に特有のものについて,

具体的に補足しつつ説明します。なお,領収書等の実際の形式は様々で,その

大きさや色,図柄や印刷された字体等の特徴からだけでも,会合場所の業者や

交通事業者,贈答品の事業者や金融機関等が特定できる可能性があります。
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(ア)交通費として使用されている場合には,タ クシー,ハイヤー等の交通事業

者に関する情報が明らかになると,マスコミによる取材等により,関係者か

らの情報の漏洩等を誘発して,相手方が特定された結果,相手方との信頼関

係を損なうため,政策推進費に係る領収書等のところで述べたのと同様の支

障が生じることは,被告第 5準備書面 (24～ 26ページ)で述べたとおり

です。

私の経験でも特に,相手方と同乗した車内においては,重要な内容の会話

がされることが間々あります。そのため,交通事業者については,信頼のお

ける決まった運転手に運転をお願いしたりしているところですとこのような

交通事業者に対して,不正な工作等がなされた場合はi重要な会話の内容が

筒抜けになつてしまうことになりかねず,極めて大きな支障が生じます。ま

た,交通事業者に関する情報が明らかになつた場合も,会合場所と同様に,

以後,その事業者を利用できなくなり,新たな交通事業者を確保しようとし

ても,調査情報対策費の会合に係る領収書等で述べた理由と同様の理由から,

確保することは難しくなります。

(イ)贈答品の購入費用として使用されている場合については,購入先の事業者

等に関する情報が明らかになると,相手方との会合場所に直接贈答品を届け

てもらう場合もあり,マスコミによる取材等により,芋づる式に関係者から

の情報の漏洩等が誘発されることになります。そして,こ のようにして相手

方が特定された結果,相手方との信頼関係を損なうため,政策推進費に係る

領収書等のところで述べたのと同様の支障が生じることは,被告第 5準備書

面 (27～ 28ページ)で述べたとおりです。

私の経験でも特に,他国等の相手方に対して贈答品を贈る場合は,どのよ

うな品。価格のものにするかを,信頼のお1する事業者と相談しながら決めて

いるところです。そのため,贈答品の事業者に関する情報が明らかになると,

会合場所と同様に,結果として,その事業者を利用できなくなるという支障
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も生じるとともに,新たな事業者の確保も,調査情報対策費にかかる会合に

関する領収書等で述べた理由と同様の理由から,困難になります。

また,贈答品の品物や金額に関する情報が公になると,贈答品を贈られた

相手方は,自 らが受け取つた品と他者に贈られた品とを比較できるようにな

り,上述の,領収書等に記録された個々の支払の額が公になった場合と同様

の支障が生じますが,特に贈答品の場合は,贈る側の気持ちが込められてい

るものと相手方が受け止めるものであるため,それによつて生じる支障も大

きくなると思います。

(ウ)書籍類の購入のために使用されている場合については,購入書籍類の内容

に関する情報を収集すれば,そのときに内閣官房長官等が関心を持つて情報

収集等している事案や分野が明らかになることから,不正な工作等が行われ

る可能性があり,その結果,内閣における政策の推進に支障を及ぼすおそれ

があることは,被告第 5準備書面 (26ページ)で述べたとおりです。

また,内閣官房報償費を使つて購入した書籍類の内容に関する情報が明ら

かになると,内閣官房長官が購入した目的とはかかわりなく,様々な憶測を

呼ぶおそれがあり,内閣の様々な政策運営に支障を及ぼすことにもなりかね

ません。

(工)なお,支払関係経費として使用されている場合についても,被告の第 5準

備書面 (30ページ)で も述べたとおり,金融機関やその従業員がマスコミ

の取材や不正な工作等の対象となるため,個別の振込先である会合場所等の

情報が明らかになるおそれがあり,その結果,内閣における情報収集や協力

依頼等の活動全般に支障が生じることになります。

(2)領収喜等以外の本件対象文書について

領収書等以外の対象文書についても,以下の理由から,領収書等に記載された

情報を明らかにした場合と同様の支障があります。

ア 政策推進費受払簿について



内閣官房長官が,内閣官房報償費から政策推進費として使用する額を区分す

る都度,政策推進費受払簿を作成しております。政策推進費受払簿の様式は,

取扱要領別記様式 2の とおりであり,別紙 5と して本陳述書にも添付しました。

具体的に作成手順を補足すると,内閣官房官房長官から指示がありますと,事

務補助者が,別紙 5の①部分に作成日付,②部分に前回繰入れ後の政策推進費

の残額,③部分に前回から今回までの政策推進費の支払額,④部分に今回繰入

れ前の政策推進費の残額,⑤部分に今回の政策推進費への繰入額,⑥部分に今

回繰入れ後の政策推進費の額を記載し,⑦部分に取扱責任者である内閣官房長

官が記名押印し,③部分に事務補助者が確認者として記名押印します。そして,

総理大臣官邸において厳重に管理,保管しています。  一

政策推進費受払簿に記載された作成日付,金額 (前回残額,前回から今回ま

での支払額,現在残額,今回繰入額及び現在額の合計)等の情報が公になつた

場合,政策推進費の一定期間における支払総額や一定時点における繰入額が明

らかになります。上述のとおり,内閣官房報償費は,マスコミ等の関心が高く,

具体的な使途とは直接的には関係のないものとして公開している請求書に記載

された請求日及び請求額についてさえ,そのときの内閣の重要政策課題や政治

経済情勢と関連付けて,あ る特定の事案に内閣官房報償費が使用されていると

いった推測・憶測を述べる記事が新聞,雑誌等に少なからず掲載されておりま

す。特に,政策推進費は,内閣官房長官自らが執行する経費であるため,よ り

マスコミ等の関心を集め,様々な報道がなされることは想像に難くありません。

このような状況において,政策推進費受払簿に記載されている情報が明らか

になつた場合,内閣官房報償費 (政策推進費)を ,いつからいつまでの期間で,

いくら使用したかが分かることから,,それと,その当時の内政上,1外政上の政

策課題等を照らし合わせることにより,政策推進費の支払の目的 。内容や支払

の相手先等が特定又は推測されるおそれがあり,その結果,領収書等に記録さ

れた情報が明らかになつた場合と同様の支障があります。
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イ 支払決定書について

調査情報対策費と活動関係費を支出するときには,取扱責任者である内閣官

房長官が,調査情報対策費又は活動関係費の 1件又は複数件の支払に係る支払

決定を行うために支払決定書を作成します。支払決定書の様式は,取扱要領別

記様式 3の とおりであり,別紙 6と して本陳述書にも添付しました。具体的に

作成手順を補足しますと,別紙 6の①部分に作成日付,②部分に金額,③部分

に支払目的 (調査情報対策費・活動関係費の別),①部分に支払相手方等を事

務補助者が記載し,当該支払決定に係る請求書を添付した上で,⑤部分に取扱

責任者である内閣官房長官が記名押印することによつて支払決定を行い,⑥部

分に事務補助者が確認者として記名押印をします。そしてやはり,総理大臣官

邸において厳重に管理,保管しています。

支払決定書に記載された支払相手方等,支払目的,作成日付,金額等の情報

が明らかになると,情報収集や協力依頼等の相手方,これらの諸活動に利用し

た会合場所の事業者,交通事業者等のほかに,具体的な支払目的,支払内容や

支払決定を行つた時期,支払額が明らかになり,その結果,前記 (1)で述べ

た,領収書等に記録された情報が明らかになつた場合と同様の支障があります。

また,特定の時期に作成された支払決定書の量や作成頻度が明らかになるだ

けでも,その時期に生じていた政治事案等と対比したり,他の時期の作成量や

作成頻度と対比したりして, これらと特定の事案との関係が推測され,内閣官

房報償費の具体的使途が推測されることになり,領収書等に記録されている情

報が明らかになつた場合と同様のおそれがあります。そして,そのような事態

になれば相手方との信頼関係が損なわれることになります。

ウ 出納管理簿について

事務補助者は,内閣官房報償費の出納管理のため,月 ごとにまとめた上で,

さらに送該年度に係る累計額で,当該年度等における内閣官房報償費全体の出

納状況を一覧することができるように,内閣官房報償費の出納がある都度,出
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納管理簿を記載して作成しています。出納管理簿の様式は,取扱要領別記様式

1の とおりであり,別紙 7と して本陳述書にも添付しました。具体的にその作

成手順を補足しますと,国庫から内閣官房報償費の支出があつた際には,別紙

、7の①部分 (年月日欄)にその日付を,②部分 (摘要 (使用目的等)欄)にそ

の旨 (「入金」)を ,③部分 (受領額欄)に入金額を,⑤部分 (残額欄)に残

額をそれぞれ記載します。また,政策推進費として使用する額を区分した際並

びに調査情報対策費又は活動関係費の支払決定した際には,②部分 (摘要 (使

用目的等)欄)に支払目的 (政策推進費,調査情報対策費,活動関係費の別)

を,④部分 (支払額欄)に支払額を,⑤部分 (残額欄)に残額を,⑥部分 (支

払相手方等欄)に支払相手方等をそれぞれ記載します。これらの出納管理簿の

記載内容は,基本的に政策推進費受払簿及び支払決定書の記載内容から引用し

ています。なお,作成した出納管理簿は,総理大臣官邸において厳重に管理 ,

保管しています。

このほか,出納管理簿については,その月の終了後,金額欄のうち⑦部分 (「O

月分計」欄)に各月における受領額及び支払額をそれぞれ合計した額を,③部

分 (「累計」欄)に年度当初からの受領額及び支払額をそれぞれ累計した額と

その時点における「残額」をそれぞれ記載します。これらの当該月の累計額及

びその年度における当該月までの内閣官房報償費の累計額については,内閣官

房長官が確認の上,⑨部分に押印します。また,年度末及び取扱責TI者の異動

があったときには,内部確認のため,立会者 (事務補助者)及び確認者が⑩部

分に記名押印しています。

上記の作成手順からお分かりいただけるように,出納管理簿に記載された情

報というのは,基本的に政策推進費受払簿ないし支払決定書に記載された情報

と同じです。したがつて,これが公にされた場合に,前記ア,イ で述
べた政策

推進費受払簿ないし支払決定書の場合と同様の支障があることは明らかです。

また,O月 分合計欄や累計欄に記載された情報が明らかになると,当時の内
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政,外政の状況や他の月における合計額等の他の情報とこれを照らし合わせ ,

分析を加えることによつて,合計額の増減と特定の事案の発生した時期等との

関係が推測され,その具体的使途が推定される結果,領収書等に記録されてい

る情報が明らかになつた場合と同様のおそれがあります。そして,やはり相手

方との信頼関係が損なわれる結果になります。

工 報償費支払明細書について

国の会計検査においては, 2(2)で述べたとおり,内閣官房報償費に係る

領収書等の証拠書類を手元に保管することが認められていますが,その代わり

に,「報償費支払明細書」を提出することとされています。報償費支払明細書

の様式は,乙第 3号証の別紙書式のとおりであり,別紙 8と して本陳述書にも

添付しております。具体的にその作成手順を補足しますと,別紙 8の①部分に

政策推進費受払簿及び支払決定書に記載された支払 (繰八)年月日を,②部分

に支払 (繰入)金額を,③部分に使用目的 (政策推進費,調査情報対策費,活

動関係費の別)をそれぞれ記載し,ま た,④部分の「前月繰越額」,「翌月繰

越額」には対象となる月の前月における残額,対象となる月の最終時点におけ

る残額を,同 じく④部分の「本月受入額」,「本月支払額」には各月の受入れ

や支払の合計額を,それぞれ記載して, 1か月分ずつ,作成しております。

上記の作成手順からお分かりいただけるように,報償費支払明細書に記載さ

れた個々の支払・支出に関する情報は,政策推進受払簿,支払決定書から転記

されたものですから,公にされた場合には,政策推進費受払簿ないし支払決定

書に記録された情報が公にされた場合と同様の支障があります。

また,報償費支払明細書に記載された④部分 (「前月繰越額」,「本月受入額」,

「本月支払額」,「翌月繰越額」)|こ関する情報は,出納管理簿に記録された情

報ですから,公にされた場合には,出納管理簿の記録された情報が公にされた

場合と同様の支障があります。 ・
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(3)イ ンカメラ審理について

私が,本件処分時に検討し,本件対象文書には情報公開法 5条 6号柱書及び

3号の規定する不開示情報が記録されていると判断した理由は,おおむね以上

のとおりですが,上述のとおり,本件処分に対しては原告から審査請求があり,

本件諮問に係る調査審議の過程で審査会委員によるインカメラ審理が行われま

した。インカメラ審理はそもそも非公開なので,そ の詳細を申し上げることは

差し控えますが,こ のインカメラ審理は,平成 19年 6月 18日 ,総理大臣官

邸に審査会委員に来ていただいて行われました。内閣総務官の執務室にお
いて,

委員が本件対象文書をすべて閲覧するとともに,委員からの質問には,私が答

えるかたちで,審理が進められました。審査会委員には,国の一般の審議会等

とは異なり,その公正性,中立性を確保するため,その任命に当たつて,国会

の同意が必要とされており (情報公開・個人情報保護審査会設置法 4条 1項 ),

国会の同意を得た上で,内閣総理大臣により,判事や検事の経験者,弁護士 ,

学者などの有識者が委員に任命されているところです。

その審査の結果,審査会が本件対象文書すべてが不開示事由に該当するとの

答申を出したことは,被告準備書面に記載されているとおりです。この答申は,

平成 19年 8月 7日 ,内閣総務官室に届きました。私は,当 時iイ ンカメラ審

理で,本件対象文書を開示できない理由を十分に御説明できたと思つておりま

した。また,そのような理由から本件対象文書を開示できないということにつ

いては,以上に述べてきたようなことを御説明すれば,必ずお分かりいただけ

ることだとも考えておりました。それでもやはり, この答申を受け取つたとき

には,安堵を覚えたことを思い出します。

4 おわりに

本件訴訟においては,被告としては,情報公開法 5条 6号及び 3号の不開示

事由に該当することを裁判所に理解いただくため,不開示情報である内閣官房
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報償費の具体的な支出に関する各文書の記載内容そのものは明らかにできない

という制約の下で,可能な限り具体的に主張してまいりましiた。

しかしながら,内 閣官房報償費の使途については,そ の高度な機密性ゆえに

マスコミ等の関心が極めて高いことなどから,本件訴訟において詳細に説明し

ようしようとすればするほど,そ の主張した内容を基に,その時々の内閣の重

要政策課題や政治経済情勢と関連付けて,事実と関係なく内閣官房報償費の使

途を論ぜられる可能性も高くなり,現に一部ではそのような手法の報道がなさ

れているところです。私は,本件訴訟において被告として主張立証を行うこと

によつてでさえ,将来にわたつて,内閣官房報償費を使用して行う必要な情報

収集や協力依頼等の活動に支障を来たすことになるのではないか,ま た,ひい

ては内閣の政策運営全体に支障を及ぼすことになるのではないかと,本件訴訟

の対応において,事務補助者として,これまで常に懸念してきました。本件の

証人として本陳述書で述べる内容は,そ のような懸念の中で可能な限り具体的

にお伝えするため,最大限の努力をしたものです。

このよう,に ,「内閣官房報償費」という特殊な性格を有するとともにマスコミ

等の関心も高い経費に関する情報は,裁判における主張立証によつてでさえも,

内閣官房報償費を使用して行う必要な情報収集や協力依頼等の活動に支障を来

たすおそれがあるほどの機微にわたる情報であることについて,御理解いただ

いた上で,御判断いただければ幸いに存じます。              .
1          以 上



別 紙 1

請    求    書

平成 18年 4月 3日

官署支出官

内閣府大臣官房会計課長

福 富 光 彦  殿

内閣
盈孔
長3却ゝ

平成 18年度第 1回 分報償費 として下記金額を請求いた します 。

金 50,00ヽ 0, 000円 也

内    閣
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再

聾

十
月
ま
で
）
、
斎
夭

∩

十
月
ま
で
〉

―
野
中
広
務

未
甥
ｋ
は
、

一
九
加
七
年
十

，七狽
ま
で
）ヽ

≡
奪

民

し
た
黄
潤
余

証
向
き
な
一歩

「具
体
的■
住
途
」は
査
尉
せ
ず

で
可
決
さ
れ
た
〒
力
九
八
年
十

裔燕

五

百
、
一黍

電

。
♂
費

勢
斃
罷
醒
講
嬰
覇
揺
一珈幾
鍵
鑓
つブ

鵡
挙餞
張
静
離
箸要
睦
誠
評
計
撃
一魏
熱
鰺
艦
隔
確

な
と
に
も
使
わ
れ
る
富
房
機
密

一僅
途
は

一
切
公
開
さ
れ
な
か
，

一言

士
汗

秦
】
落
を
考
え
る
く

「非
一挺
べ

雪
麿
景
冨
電
露
員
の
百
棄
め
ら
む
禽

の
判
断
が
妥
当
な
ケ
ー
一引
篤
Ｊ
し
こ
請
求
し
た
日
勝
や
一　
　
　
　
　
　
（伊
藤
　
俗
）

ォ
同
月
二
十
日
か
ら
二
十

一

「内

容

が
極

め

て
機

微

に

Ｉ
」
支
払
明
細
書
な
ど
非
開
示

経
璽
誠
簗
譲

慇
饉
響

策
籠
弾
静
鶴
発
課
鵡
襲
義
離
課
鯉
蓮

馨
繋
暉
蘊
・子
，峰
露
鍵

繋
軽
鶉
謎
滅
評
簗
纏
蒻
盤
幾
鈍
嘘鶉

↓
一計
際
長
は
支
出
を
決
定
し
、　
」の
支
出
に
関
す
る
管
類
―
―
出
　
原
則
と
し
て
必
要
と
し
な
い
。

わ暉
疑
勘

こ
〇
〇
一

書

覆

臨
盈

雪

墓

平成 15年 耳1月 18日 (火 )
読売新聞 (4面 )

博訟 的讃芸・ ム民縣 驚 詈gF読 緊 驚 雲3∞ 糟:競
鋭 体の賂 睦 酷 体■・.tめぢ

観公開条甲に基づいて購求できる。



≧

曇

豊

報
償
費
）
＝
ミ
一

の
関
係
書
類
を
工
部
門
示

官
房
長
官
８
割
請
求

盟
ζ
諸
．、
９８
年
度
は
１２
億
円

の
鬱
不
鋸
あ
ヽ

首
最
穆

資
の
紅
パ
割
を
富
房
長
官
が
講

恭
到
議
じ
て
い
●
と
く

三
晏

運

量

驚

９

算
額
を
引
き
出
す
慣
例
が
あ
る

ｔ諄

攀

七
年
十

一
月
か
ら
二
〇
〇

一
年

三
月
ま
で
の
間
の
う
ち
二
十
二

か
月
閣
分
の
建
目
房
握
百
が
歳

計
担
当
の
内
閣
参
事
宮
に
観
出

し
た
調
求
一凍
〕
亘
Ｅ
長
富
へ
の

長
の
支
出
計
算
帝
ｉ
ｌ
な
ど
。

宮
房
最
首
が
機
脅
策
を
何
に
値

ｋ

ｇ

像
督
唸
軍
Ｉ

縮
千
五
亘
傘
売
一畠
ぢ
８０
．

之

望

阜

二
早

一一一

百
七
十
万
円
が
ｇ
磨
長
官
ご
滝

官房機密費
工
時
壁
七
Ｒ

時
露
鞠鵡
坐

郷撃
一昨

十

一・員

九
企

〓

員

綱
十

一月
、
三
〇
〇
〇
年
十

一
月
の
四

回
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
時
期
に

は
、
橋
本
首
相

（当
時
）
の
ア

ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
謝

は
難

鵠

鋲

国
首
脳
会
議
〉
出
席
な
ど
の
外

変
日
程
が
あ
つ
た
伸

纂
け縫
電
鵡

ま
で
に
金
予
算
垂
引
葦
出
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一藝
鋸
酎
墜
一〇
Ｑ

年
Ｆ

員

宮
暴
機密
聟
晶
Ｅ
て
エ

報
公
開
請
求
し
た
が
、
政
層
は

鋭

中
一

し
立
て
を
受
け
、
内
閣
府
の
情

報
公
開
審
査
急
が
今
年
豹
尺

二

部
は
開
示
す
べ
き
だ
予
善

申
し
た
。
Λ
関
連
記
事
４
面
Ｖ

平成15年 11月 18日 (火 )
読売新聞 (1画 )

平成 15年 1司 月 18日 (火 )
読売新聞 (2画 )

e官房機密資  粍
は
、
当
初
予
算
で
十
六
億
三
千
四

百
万
円
が
計
上
さ
れ
て
め
■
特

し
ヽ
鷺
∵
外
務
省
守
象
奇
徳

資

（外
務
省
報
僚
費
）
流
用
事
件

で
↓
親
密
質
乳
判
が
高
ま
っ
た
こ

と
に
配
通
し
、
三
〇
〇
二
年
度
予

算
で
は
、
前
年
度
比
１０
％
減
の
十

四
塁

全
‐亘

ハ
十
豪
Ｆ

一整
響
ｃ

憎
螺
公
開
法
は
、

「
国
の
安

全
が
善
さ
れ
る
恐
れ
や
他
国
も

し
く
は
国
際
機
四
と
の
信
頼
関

係
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
な
ど
が

触簑
纂
一

連
，
髯
い
埼
　
　
金
）
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平成 22年 6月 12日 (■ )

琉球新報 (3面 )

(125>

沖
縄
の
運
命
に
と
づ
て
死
活
的

に
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
、
沖
縄

，
の
同
意
な
く
決
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
と
え
力
で
押
し
つ
け
て

も
、

一
時
的
に―
戦
術
的
退
却
を
す

る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
沖
縄
は
絡

対
に
属
服
し
な
い
。
彼
我
の
力
関

係
が
隔
絶
し
て
い
る
時
に

「滅
び

の
美

学
」
に
と
ら
わ
れ

て
工
砕

し
、
沖
縄
の
敵
に
白
紙
委
任
状
を

与
え
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
。

メ
Б
も
こ
う
い
う
沖
縄
の
文
化
を

東
京
の
政
治
エ
リ
ー
ト

（国
会
議

目
Ａ

官
巌
ё

は
理
解
し
て
い
な
い

よ
う
た
一。　
　
　
ｉ

「
平
成
の
琉
球
処
分
」
を
沖
縄

は
絶
対
に
受
け
入
れ
な
い
。
琉
球

処
分
の
本
質
は

「
日
本
国
家
全
体

の
利
益
の
た
め
に
、
沖
縄
を
犠
牲

国
の
謀
略
や
情
報
操
作
工
律
に
対

　

（宣
伝
）
を
行
う
。
そ
し
て
、
担

抗
す
る
の
が
筆
者
の
仕
事
だ

っ
　
野
吉
移
設
へ
の
反
対
闘
争
に

「疲

た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
今
終
Ａ
官
僚
　
れ
」
が
出
る
の
を
待
つ
。

が
ど
の
よ
う
な
術
策
で
、
普
天
爵
　
　
同
時
に
、
東
京
か
ら

「沖
縄
の

問
題
を

「解
決
」
し
よ
う
と
す
る
　
ほ
ん
と
う
の
友
人
」
な
る
民
間
人

か
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
　
が
勇
れ
る
。
こ
の
民
間
人
は
、
首

る
。
辺
野
吉
へ
の
移
設
を
強
行
す

相
官
邸
、
外
務
省
ヽ
防
衛
省
と
独

る
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
ほ
恐
ろ
ぐ
次

・
自
の
パ
イ
プ
を
詩

っ
て
い
る
。
沖

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。
　
　
　
　
縄
人
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、

一
緒

工
作
員
だ
。
こ
の
民
間
人
は
、
こ

の
よ
う
な
切
り
崩
し
工
作
が
、
日

本
全
体
と
沖
縄
の
た
め
に
な
る
と

い
う
自
己
意
識
を
持
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な

い
。
こ
う

い
う
時

は
、
こ
の
民
間
人
の
沖
縄

へ
の
渡

航
費
一、
宿
泊
費
さ
ら
に
飲
食
代
が

ど
こ
か
ら
出
て
い
る
か
を
チ

ェ
ッ

ク
し
て
み
よ
う
。
筆
者
は
内
閣
官

房
機
密
費

ハ
報
償
資
）
が
支
出
さ

れ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
機
密
質

は
自
国
民
を
分
断
す
る
た
め
の
カ

ネ
で
は
な
い
。
沖
縄
の
県
民
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
、
政
治
塞

奮

二
位

一

体
に
な

っ
て
、
楼
奮
費
で
沖
濡
を

分
断
す
る
工
作
を
行
わ
せ
な
い
よ

う
に
徹
底
し
た
監
視
を
行
う
こ
と

も
文
化
関
争
の

一
環
で
あ
る
。

（作
家
、
元
外
務
省
主
任
分
析

ε

榮
解
解
料
墓
錦
摯
繋
鰯
醒
鯵
鰹
コ窮

酌【飯
昭
譜
釉絲
誘

ン
ス
業
務
に
就
い
て
い
た
。
一諸
外
　
ス
で
な
い
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
　
の
エ
リ
ー
ト
の
利
益
を
体
現
し
た

″沖
縄
の
友
″
の
工
作

要
注
意


